
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■■■■    最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの計算方法計算方法計算方法計算方法をををを確認確認確認確認しておきましょうしておきましょうしておきましょうしておきましょう    ■■■■■■■■ 

    ●●●●時給制時給制時給制時給制のののの場合場合場合場合────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    

「時間給≧最低賃金額」ならＯＫ 

    ●●●●日給制日給制日給制日給制のののの場合場合場合場合────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    

「｛日給÷１日の所定労働時間｝≧最低賃金額」ならＯＫ 

    ●●●●月給制月給制月給制月給制のののの場合場合場合場合────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    

「｛（月給×12）÷年間総所定労働時間｝≧最低賃金額」ならＯＫ 

都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名    最低賃金時間額最低賃金時間額最低賃金時間額最低賃金時間額    ( )( )( )( )内内内内はははは平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名    最低賃金時間額最低賃金時間額最低賃金時間額最低賃金時間額    ( )( )( )( )内内内内はははは平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    

北海道 705 円 (691 円) 滋 賀 709 円 (706 円) 

青 森 647 円 (645 円) 京 都 751 円 (749 円) 

岩 手 645 円 (644 円) 大 阪 786 円 (779 円) 

宮 城 675 円 (674 円) 兵 庫 739 円 (734 円) 

秋 田 647 円 (645 円) 奈 良 693 円 (691 円) 

山 形 647 円 (645 円) 和歌山 685 円 (684 円) 

福 島 658 円 (657 円) 鳥 取 646 円 (642 円) 

茨 城 692 円 (690 円) 島 根 646 円 (642 円) 

栃 木 700 円 (697 円) 岡 山 685 円 (683 円) 

群 馬 690 円 (688 円) 広 島 710 円 (704 円) 

埼 玉 759 円 (750 円) 山 口 684 円 (681 円) 

千 葉 748 円 (744 円) 徳 島 647 円 (645 円) 

東 京 837 円 (821 円) 香 川 667 円 (664 円) 

神奈川 836 円 (818 円) 愛 媛 647 円 (644 円) 

新 潟 683 円 (681 円) 高 知 645 円 (642 円) 

富 山 692 円 (691 円) 福 岡 695 円 (692 円) 

石 川 687 円 (686 円) 佐 賀 646 円 (642 円) 

福 井 684 円 (683 円) 長 崎 646 円 (642 円) 

山 梨 690 円 (689 円) 熊 本 647 円 (643 円) 

長 野 694 円 (693 円) 大 分 647 円 (643 円) 

岐 阜 707 円 (706 円) 宮 崎 646 円 (642 円) 

静 岡 728 円 (725 円) 鹿児島 647 円 (642 円) 

愛 知 750 円 (745 円) 沖 縄 645 円 (642 円) 

三 重 717 円 (714 円)    

全国加重平均額全国加重平均額全国加重平均額全国加重平均額    777733337777 円円円円    ((((777730303030 円円円円))))    

平成平成平成平成 22223333年度年度年度年度のののの地域別最低賃金地域別最低賃金地域別最低賃金地域別最低賃金はははは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての都道府県都道府県都道府県都道府県においてにおいてにおいてにおいて増額増額増額増額されされされされ、、、、全国加重平均全国加重平均全国加重平均全国加重平均はははは 7777円増円増円増円増でしたでしたでしたでした。。。。    

ボーナスやボーナスやボーナスやボーナスや残業代残業代残業代残業代、、、、通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当、、、、家族手当家族手当家族手当家族手当をををを入入入入れないれないれないれない通常通常通常通常のののの賃金賃金賃金賃金がががが下記下記下記下記のののの最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額にににに達達達達しないしないしないしない場合場合場合場合、「、「、「、「50505050 万万万万

円以下円以下円以下円以下のののの罰金罰金罰金罰金」」」」とととと法律法律法律法律でででで定定定定められていますめられていますめられていますめられています。。。。固定残業代込固定残業代込固定残業代込固定残業代込みのみのみのみの賃金体系賃金体系賃金体系賃金体系をををを採用採用採用採用しているしているしているしている会社会社会社会社などなどなどなど、、、、不安不安不安不安がござがござがござがござ

いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。下記金額下記金額下記金額下記金額のののの適用時期適用時期適用時期適用時期はははは都道府県都道府県都道府県都道府県によってによってによってによって違違違違いますいますいますいます（（（（10101010～～～～11111111月中月中月中月中））））。。。。    
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トピックストピックストピックストピックス●地域地域地域地域別別別別のののの最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金がががが変更変更変更変更されますされますされますされます！！！！    



違法違法違法違法とととと判断判断判断判断されるされるされるされる不当不当不当不当なななな「「「「異動異動異動異動・・・・配転配転配転配転」」」」

はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか？？？？    

    

◆事件の概要 

先日、上司の行為（取引先の社員を引き抜こうとし

ていた行為）を社内にある「コンプライアンス窓口」

に内部通報したことにより不当な異動（まったく経験

のない部署への配置転換）を命じられたとして、現役

社員（原告）が勤務先（被告）に異動の無効確認と損

害賠償（1,000万円）を求めていた訴訟の控訴審判決が

ありました。東京高裁は「業務とは無関係に異動を命

じており、人事権の濫用に該当する」として、原告敗

訴とした１審判決を破棄し、異動は無効であるとし、

会社と上司に 220万円の賠償を命じました。 

 

◆不当・違法と判断されるケース 

人事権は広く会社に認められていますが、上記のケ

ースの他、どのような人事異動・配置転換が不当・違

法であると判断されるのでしょうか。 

過去の裁判例では、（１）業務上の必要性が存在しな

い場合、（２）仮に必要性が存在したとしても他の不当

な動機・目的による場合、（３）労働者に対して通常甘

受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等、

特段の事情の存する場合においては、人事権の濫用に

該当するとしています。 

なお、（２）でいう「不当な動機・目的」とは、社員

を退職に追い込む目的，上司による嫌がらせ目的等が

考えられます。 

 

◆業務の系統を異にする職種への異動 

この他、業務の系統を異にする職種への異動につい

ては、業務上の特段の必要性、当該従業員を異動させ

るべき特段の合理性があり、これらの点につき説明が

十分になされた場合か、本人が特に同意した場合を除

いては、会社は一方的に異動を命ずることはできない

とした裁判例もあります。 

個々の裁判例は背景にそれぞれ特殊な事情があり、他

の同様のケースにもすべて当てはまるわけではありま

せんが、会社としては、人事異動・配置転換が不当・

違法なものと判断されないよう注意する必要があるで

しょう。 

トラブルがトラブルがトラブルがトラブルが増加増加増加増加しているしているしているしている    

「「「「定年後定年後定年後定年後のののの再雇用再雇用再雇用再雇用」」」」    

 

◆多岐にわたるトラブル内容 

定年後の再雇用（継続雇用）をめぐるトラブルが増

えているようです。 

トラブルの内容は「再雇用基準の有効性」「再雇用の

有無」「再雇用の更新基準」「再雇用後の雇止め」など、

多岐にわたります。 

 

◆65歳までの雇用確保措置 

2006年に施行された「改正高年齢者雇用安定法」で

は、従業員の 65歳までの雇用確保措置について、（１）

定年制の廃止、（２）定年年齢の引上げ、（３）継続雇

用制度の導入のいずれかを義務化（ただし暫定措置等

あり）しました。 

そして多くの企業では、（３）の継続雇用制度のうち

「再雇用制度」の導入を選択しているのが実状です。 

 

◆裁判例は「労働者有利」の傾向に 

前記の通り、「再雇用基準の有効性」「再雇用の有無」

「再雇用の更新基準」「再雇用後の雇止め」をめぐるト

ラブルが増えていますが、近年、労働者側に有利な裁

判所の判決が相次いで出されています。 

昨年２月、再雇用制度の導入に必要な労使協定が存

在しなかったことなどから、「制度導入を定める就業規

則は手続要件を欠いており無効」と判断され、労働者

としての地位が確認され、賃金の支払いが会社側に命

じられたケースがありました（横浜地裁川崎支部）。 

昨年３月には、会社側の一方的な再雇用の拒否が違

法であると判断され、会社側に 550万円の支払いが命

じられています（札幌地裁）。 

 

◆気持ちよく働いてもらうために 

再雇用制度を導入する場合、法律に違反するものと

判断されないよう十分な注意を払うことは当然ですが、

それとともに、高年齢者の方に気持ち良く働いてもら

いための制度設計・賃金設計や環境づくりも必要とな

ります。 

 

 



若手社員若手社員若手社員若手社員がががが感感感感じているじているじているじている「「「「仕事仕事仕事仕事のののの厳厳厳厳しさしさしさしさ」」」」    

 

◆入社１～２年目の社会人を対象にアンケート調査 

レジェンダ・コーポレーション株式会社では、今年

７月に「若手社員の意識／実態調査」を実施し、その

結果が発表されました。 

2010年４月に新卒で入社した「２年目の社会人」と

2011年４月に新卒で入社した「１年目の社会人」を対

象に調査を行い、699名が回答しています。 

 

◆３人に２人が「仕事が厳しい」 

まず、「仕事が厳しいと感じるか」との質問には、

65.1%が「感じる」（「毎日感じる」「時々感じる」のい

ずれか）と回答しており、約３ 人に２人が仕事の厳し

さを感じているようです。 

入社年数で比較してみると、入社１年目の社員より

も入社２年目の社員のほうが、「仕事が厳しい」と感じ

る割合が 3.8ポイント高い結果となりました。 

 

◆多くの若手社員が「知識不足」「能力不足」を自覚 

次に「仕事が厳しいと感じることはどんなことか」

（複数回答）との質問に対しては、上位５つは次の通

りの結果となりました。 

（１）「自分の知識不足」（63.8％） 

（２）「自分の能力不足」（55.1％） 

（３）「仕事の質の追求」（30.2％） 

（４）「仕事の多さ」（29.3％） 

（５）「仕事の進め方の細かさ」（27.9％） 

以下、「対人関係」（27.6％）、「決まりごと・ルール」

（27.6％）、「勤務時間の長さ」（19.0％）などと続いて

いますが、自己の知識・能力不足を自覚している人が

多いようです。 

 

◆厳しい環境が若手社員の成長に 

厳しい仕事環境に置かれ、そして試行錯誤しながら

様々な経験を積んでいくことで、若手社員は伸びてい

きます。 

時には厳しく接し、時にはフォローをしてあげなが

ら、若手社員の成長を見守っていきましょう。 

新人研修のご相談もお受けします。 

 

出産後出産後出産後出産後のののの女性社員女性社員女性社員女性社員にににに対対対対するするするする    

企業企業企業企業独自独自独自独自のののの支援支援支援支援策策策策    

 

◆法律上の支援だけでは不十分 

育児休業制度が定着し、女性にとって出産は仕事を

続けるうえでの障害ではなくなりつつあります。 

しかし、仕事にも子育てにもやりがいを持って働き

続けるには法律上の支援策だけでは十分とは言えませ

ん。企業にとって、出産後の女性社員の活用は重要な

課題となっています。 

 

◆休業期間が長期化の傾向 

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、2010

年度の女性の育休取得率（出産者に占める育休取得者

の割合）は 83.7％であり、出産をきっかけに退職する

女性は減っているようです。 

休業期間は長期化の傾向にあり、63.1％の人は 10カ

月以上取得しており、産前産後休業を含めると１年以

上は職場を離れてしまうため、企業では、キャリアの

中断が復職後の働き方に影響しないよう工夫する必要

があります。 

 

◆懇親会で先輩からアドバイス 

育休取得者が増加し、５年前と比較して倍増した企

業では、育休を気兼ねなく取れるようになった一方、

復職後の働き方に悩むケースが出ています。そこで、

無理なく仕事に復帰できるよう、育休中の社員のため

に、すでに職場復帰しているワーキングマザーを交え

た懇親会を開いているそうです。 

 

◆モチベーション維持のために 

その他、産前産後休業や育休で空白期間が生じたと

しても、「ゼロ査定」とはせずに休業直前の評価を据え

置くことで、昇給・昇格が遅れることを防止し、職場

復帰後もモチベーションを維持して仕事に取り組んで

もらえる仕組みをつくる企業もあるようです。 

 

※ワークライフバランスについてのご相談も、どしど

しお寄せください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    2010201020102010 年年年年のののの労働安全衛生基本調査労働安全衛生基本調査労働安全衛生基本調査労働安全衛生基本調査によるとによるとによるとによると、、、、メンメンメンメンタルヘルスタルヘルスタルヘルスタルヘルス上上上上のののの理由理由理由理由によりによりによりにより連続１カ月以上休業した労働者がががが

いるいるいるいる事業所事業所事業所事業所のののの割合割合割合割合がががが 5.95.95.95.9％％％％となりとなりとなりとなり、、、、前回前回前回前回のののの平成平成平成平成 17171717 年年年年のののの調査調査調査調査とととと比比比比べるとべるとべるとべると倍増しました（（（（前回調査前回調査前回調査前回調査 2.62.62.62.6％）。％）。％）。％）。    

退職退職退職退職したしたしたした労働者労働者労働者労働者をををを合合合合わせわせわせわせ、「、「、「、「メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス上上上上のののの理由理由理由理由によりによりによりにより連続連続連続連続１１１１カカカカ月以上休業月以上休業月以上休業月以上休業したしたしたした労働者又労働者又労働者又労働者又はははは退職退職退職退職したしたしたした労働労働労働労働

者者者者＊＊＊＊」」」」がいるがいるがいるがいる事業所事業所事業所事業所のののの割合割合割合割合についてはについてはについてはについては、、、、7.37.37.37.3％％％％となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

＊メンタルヘルス不調には、精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩

み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上

の問題を幅広く含みます。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス不調不調不調不調はははは、、、、職場職場職場職場におけるストレスにおけるストレスにおけるストレスにおけるストレス等等等等によってによってによってによって引引引引きききき起起起起こされますこされますこされますこされます。。。。職場職場職場職場におにおにおにお

けるストレスのけるストレスのけるストレスのけるストレスの原因原因原因原因にはにはにはには様様様様々々々々なものがありますがなものがありますがなものがありますがなものがありますが、、、、職場の人間関係、仕事の量、仕事の

質がががが、、、、そのそのそのその原因原因原因原因のののの上位上位上位上位をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。    

    特特特特にににに、、、、長時間労働長時間労働長時間労働長時間労働がががが続続続続くとくとくとくと、、、、疲労疲労疲労疲労しししし低下低下低下低下したしたしたした心理心理心理心理・・・・生理機能生理機能生理機能生理機能をををを鼓舞鼓舞鼓舞鼓舞してしてしてして職務上求職務上求職務上求職務上求められめられめられめられ

るるるる一定一定一定一定のパフォーマンスをのパフォーマンスをのパフォーマンスをのパフォーマンスを維持維持維持維持するするするする必要必要必要必要がががが生生生生じじじじ、、、、これがこれがこれがこれが直接的直接的直接的直接的なストレスなストレスなストレスなストレス負荷要因負荷要因負荷要因負荷要因となりとなりとなりとなり

ますますますます。。。。    

    心心心心のののの健康健康健康健康づくりのケアづくりのケアづくりのケアづくりのケア＊＊＊＊やややや面接指導等面接指導等面接指導等面接指導等をををを行行行行いいいい、、、、労働者労働者労働者労働者のののの心心心心のののの健康健康健康健康をををを害害害害さないようさないようさないようさないよう細心細心細心細心のののの

注意注意注意注意がががが必要必要必要必要といといといといえまえまえまえますすすす。。。。    

＊厚生労働省では、「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり」を推進し

ており、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」の開設等、さまざまな支援策を講じています。 

 

 

 

 

 

 

１１１１．．．．調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要    

メンタルヘルス上の理由により休業・退職した労働者が増加！ 

本年本年本年本年９９９９月月月月１１１１日日日日にににに、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省よりよりよりより、、、、2010201020102010 年年年年のののの労働安全衛生基本調査労働安全衛生基本調査労働安全衛生基本調査労働安全衛生基本調査のののの結果結果結果結果がががが公表公表公表公表されましたされましたされましたされました。。。。    

そのそのそのその調査調査調査調査のののの結果結果結果結果のうちのうちのうちのうち、、、、メンタルヘルメンタルヘルメンタルヘルメンタルヘルスのスのスのスの部分部分部分部分にににに注目注目注目注目しししし、、、、下記下記下記下記にまとめてみましたにまとめてみましたにまとめてみましたにまとめてみました。。。。    

    

あとがきあとがきあとがきあとがき◆◆◆◆    書店書店書店書店ではではではでは来年来年来年来年のののの手帳手帳手帳手帳コーナーにコーナーにコーナーにコーナーに商品満載商品満載商品満載商品満載。。。。私私私私もついもついもついもつい手手手手にとってにとってにとってにとって見見見見てしまいますてしまいますてしまいますてしまいます。。。。夏夏夏夏からからからから iPadiPadiPadiPad をををを使使使使いいいい始始始始めめめめ

てててて業業業業務変革中務変革中務変革中務変革中でででですがすがすがすが、、、、紙紙紙紙のののの手帳手帳手帳手帳もまだまだもまだまだもまだまだもまだまだ手放手放手放手放さずさずさずさず、、、、さらにさらにさらにさらに業務改善業務改善業務改善業務改善にににに役立役立役立役立てたいとてたいとてたいとてたいと考考考考えていますえていますえていますえています。（。（。（。（佐藤佐藤佐藤佐藤））））    

    

新情報！ 

２２２２．．．．予防予防予防予防がががが最善最善最善最善のののの策策策策    

３３３３．．．．メンタルへルスメンタルへルスメンタルへルスメンタルへルス不調不調不調不調のののの要因要因要因要因    

        10/110/110/110/1 ●（１日～７日）全国労働衛生週間 

高年齢者雇用支援月間 

◎定時決定により、9 月に改定された社

会保険料を 10 月給与から控除。 

    10/110/110/110/11111    ●一括有期事業開始届の提出（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満

でかつ 請負金額が 1 億 9000 万円未満の

工事 

●9 月分の源泉所得税・住民税特別徴収

税額の納付 

10/3110/3110/3110/31    ●9 月分健康保険・厚生年金保険料の納付 

 ●労働者死傷病報告書の提出（休業 4 日未満

の 7 月から 9 月分の労災事故について報告）  

 ●有期事業概算保険料延納額の納付（納付対

象：8 月～11 月分） 

                        ●8 月決算法人の確定申告・翌年 2 月決算 

法人の中間申告  

                        ●11 月・翌年 2 月・5 月決算法人の消費税の中

間申告 

 

おおおお仕事仕事仕事仕事    

カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー    
    

    １１１１でででで明明明明らかなようにらかなようにらかなようにらかなように、、、、メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス上上上上のののの理由理由理由理由によりによりによりにより休業休業休業休業またはまたはまたはまたは退職退職退職退職したしたしたした労働者労働者労働者労働者（（（（メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス不調者不調者不調者不調者））））

がいるがいるがいるがいる事業所事業所事業所事業所がががが増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

    業務業務業務業務にににに密接密接密接密接なななな関係関係関係関係があるとがあるとがあるとがあると判断判断判断判断されたメンタルヘルスされたメンタルヘルスされたメンタルヘルスされたメンタルヘルス不調者不調者不調者不調者はははは労災保険労災保険労災保険労災保険のののの補償対象補償対象補償対象補償対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。場合場合場合場合によっによっによっによっ

てはてはてはては、、、、事業主事業主事業主事業主がががが民事上民事上民事上民事上のののの損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任をををを問問問問われることもありますわれることもありますわれることもありますわれることもあります。。。。予防が最善の策であることはであることはであることはであることは言言言言うまでもうまでもうまでもうまでも

ありませんありませんありませんありません。。。。    


